
「大量破壊兵器関連貨物・技術の輸出管理について」の一部改正について

新旧対照表 （傍線部分が改正部分）

改 正 案 現 行

外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第２２８号）第２５条第 外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第２２８号）第２５条第
１項第１号又は同法第４８条第１項の規定に基づく大量破壊兵器関連 １項第１号又は同法第４８条第１項の規定に基づく大量破壊兵器関連

貨物・技術規制及び大量破壊兵器等の不拡散のための補完的輸出規制 貨物・技術規制及び大量破壊兵器等の不拡散のための補完的輸出規制
の的確な実施を確保するため、外国為替令（昭和５５年政令第２６０ の的確な実施を確保するため、外国為替令（昭和５５年政令第２６０
号。以下「外為令」という。）別表の２から４まで若しくは１６の項 号。以下「外為令」という。）別表の２から４まで若しくは１６の項

の中欄に掲げる技術の提供を目的とした取引又は輸出貿易管理令（昭 の中欄に掲げる技術の提供を目的とした取引又は輸出貿易管理令（昭
和２４年政令第３７８号。以下「輸出令」という。）別表第１の２か 和２４年政令第３７８号。以下「輸出令」という。）別表第１の２か
ら４まで若しくは１６の項の中欄に掲げる貨物の輸出であって、別記 ら４まで若しくは１６の項の中欄に掲げる貨物の輸出であって、別記

１に掲げる取引又は貨物の輸出に該当する場合は、許可申請をする前 １に掲げる取引又は貨物の輸出に該当する場合は、許可申請をする前
に、別記１の１から７までのいずれかに該当する取引又は輸出にあっ に、別記１の１から７までのいずれかに該当する取引又は輸出にあっ
ては別記２の１の調査事項について十分に調査し当該技術又は貨物が ては別記２の１の調査事項について十分に調査し当該技術又は貨物が

大量破壊兵器の開発又は製造を助長する懸念がないとの判断の上、別 大量破壊兵器の開発又は製造を助長する懸念がないとの判断の上、別
記１の８に該当する取引又は輸出にあっては別記２の２の事項に該当 記１の８又は９に該当する取引又は輸出にあっては別記２の２又は３
する場合に、それぞれ別記３に従った書類及び別記４に従った誓約書 の事項に該当する場合に、それぞれ別記３に従った書類及び別記４に

等を当該許可申請の添付書類として提出して下さい。 従った誓約書等を当該許可申請の添付書類として提出して下さい。
なお、本件は平成１４年４月１日から実施します。 なお、本件は平成１０年４月１日から実施します。

別記１ 別記１
１～５ （略） １～５ （略）
６ 「輸出貿易管理令別表第３の規定により経済産業大臣が定める貨 ６ 「輸出貿易管理令別表第３の２の規定に基づき、経済産業大臣が

物」（平成１３年経済産業省告示第７５８号）に掲げる貨物（以下 告示で定める貨物を定める件」（平成１２年通商産業省告示第９２
「告示で定める貨物」という。）若しくは輸出令別表第１の１４の ２号）に掲げる貨物（以下「告示で定める貨物」という。）若しく
項の中欄に掲げる貨物又は「通常兵器関連貨物・技術の輸出管理に は輸出令別表第１の１４の項の中欄に掲げる貨物又は「通常兵器関

ついて」（平成８年８貿局第３６５号）付表に掲げる技術（以下「 連貨物・技術の輸出管理について」（平成８年８貿局第３６５号）
付表に掲げる技術」という。）若しくは外為令別表の１４の項の中 付表に掲げる技術（以下「付表に掲げる技術」という。）若しくは
欄に掲げる技術に該当するもののうち、次のいずれかに該当するも 外為令別表の１４の項の中欄に掲げる技術に該当するもののうち、

の（技術を利用する者又は貨物の需要者（以下「需要者等」という 次のいずれかに該当するもの（技術を利用する者又は貨物の需要者
。）が確定していない場合（役務取引許可又は輸出許可の申請時に （以下「需要者等」という。）が確定していない場合（役務取引許
需要者等を特定することができない場合であり、需要者等との間に 可又は輸出許可の申請時に需要者等を特定することができない場合

注文若しくは契約又はこれらに準ずるものがある場合には、これに であり、需要者等との間に注文若しくは契約又はこれらに準ずるも



該当しない。以下同じ。）に限る。） のがある場合には、これに該当しない。以下同じ。）に限る。）

(1) 及び(2) （略） (1) 及び(2) （略）
７ （略） ７ （略）
８ 外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術の提供を目的とする取 ８ 外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術の提供を目的とする取

引又は輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物の輸出であっ 引（その取引が同表の５から１５までの項の中欄に掲げる技術の提
て、輸出令別表第４の２に掲げる地域以外の地域を提供地又は仕向 供を目的とする取引に該当する場合を含む。以下同じ。）又は輸出
地とするもの 令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物の輸出（その輸出が同表

の５から１５までの項の中欄に掲げる貨物の輸出に該当する場合を
含む。以下同じ。）であって、輸出令別表第４の２に掲げる地域以
外の地域を提供地又は仕向地とするもの

９ 外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術の提供を目的とする取
引又は輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物の輸出であっ
て、輸出令別表第４の２に掲げる地域を提供地又は仕向地とするも

の

別記２ 別記２
１ （略） １ （略）
２ 別記１の８に該当する取引又は輸出 ２ 別記１の８に該当する取引又は輸出

① 外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術の提供を目的とする ① 外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術の提供を目的とする
取引にあっては、 取引にあっては、
イ 貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第１項第４号イの イ 貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第１項第４号イの

規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術 規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める提供しようとする
が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合（平 技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合
成１３年経済産業省告示第７５９号。以下「告示」という。） を定める件（平成１２年通商産業省告示第７４８号。以下「告

の規定に該当するとき 示」という。）の規定に該当するとき
ロ （略） ロ （略）
② 輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物の輸出にあって ② 輸出令別表第１の１６の項の中欄に掲げる貨物の輸出にあって

は、 は、
イ 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあ イ 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあ
る場合を定める省令（平成１３年経済産業省令第２４９号。以 る場合を定める省令（平成８年通商産業省令第１６号。以下「

下「省令」という。）の規定に該当するとき 省令」という。）の規定に該当するとき
ロ 輸出令第４条第１項第３号ロの規定に基づく経済産業大臣か ロ 輸出令第４条第１項第４号ロの規定に基づく経済産業大臣か
らの通知を受けたとき らの通知を受けたとき

３ 別記１の９に該当する取引又は輸出



外為令別表の１６の項の中欄に掲げる技術の提供を目的とする取

引にあっては、貿易外省令第９条第１項第４号ロ又は輸出令別表第
１の１６の項の中欄に掲げる貨物の輸出にあっては、輸出令第４条
第１項第４号ロの規定に基づく経済産業大臣からの通知を受けたと

き

別記３ 別記３

１ （略） １ （略）
２ 別記１の８に該当する取引若しくは輸出であって、別記２の２に ２ 別記１の８に該当する取引若しくは輸出であって、別記２の２に
掲げる要件に該当する場合は、 掲げる要件に該当する場合又は別記１の９に該当する取引若しくは

輸出であって、別記２の３に掲げる要件に該当する場合は、
① 需要者等の所在地、事業内容、組織、資本関係等に係る説明書 ① 需要者等の所在地、事業内容、組織、資本関係等に係る説明書
② 需要者等の存在確認に資するような会社案内等企業内容に関す ② 需要者等の存在確認に資するような会社案内等企業内容に関す

る対外公表資料又は登記簿等の公式文書 る対外公表資料又は登記簿等の公式文書
を可能な限り取得することに努める。 を可能な限り取得することに努める。

別記４ 別記４
１～４ （略） １～４ （略）
５ 別記１の８に該当する取引又は輸出であって、別記２の２中①の ５ 別記１の８に該当する取引又は輸出であって、別記２の２中①の

イに掲げる告示又は②のイに掲げる省令の規定（告示又は省令の規 イに掲げる告示又は②のイに掲げる省令の規定（第１号及び第４号
定のうち、当該技術又は当該貨物が核兵器等の開発等のために利用 を除く。）に該当するときは、以下の事項を全て記載した需要者等
される又は用いられる場合に該当するときを除く。）に該当すると の誓約書

きは、以下の事項を全て記載した需要者等の誓約書
① 輸入者等及び需要者等の名称、所在地 ① 輸入者等及び需要者等の名称、所在地
② 当該技術の利用場所及び利用目的又は当該貨物及びその複製品 ② 当該技術の利用場所及び利用目的又は当該貨物及びその複製品

の設置／使用場所及び使用目的 の設置／使用場所及び使用目的
③ 用途の限定（当該技術又は当該貨物及びその複製品を輸出令第 ③ 用途の限定（当該技術又は当該貨物及びその複製品を輸出令第
４条第１項第３号イに規定する核兵器等の同号イに規定する開発 ４条第１項第４号イに規定する核兵器等の同号イに規定する開発

等のために用いない。） 等のために用いない。）
④ 代表者によるサイン、肩書き、日付 ④ 代表者によるサイン、肩書き、日付

６ （略） ６ （略）

別記５及び別記６ （略） 別記５及び別記６ （略）




